
郵趣のための押印サービス押印例 
記念押印、引受消印ともに、郵便切手類への押印は最小回数で行います。 

 

 

 

 

 

それぞれの郵便切手類に押印を希望される場合は、切手を離れた位置に貼ってください。 
（風景印は 36 ㎜、小型印は 32 ㎜以上離してください。） 
 

 

 

 

 

 

台紙の画面にまたがって切手を貼付することはできません。 
同一の面に貼り切れない場合のみ、その裏面に切手を貼ることができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引受消印は封筒と郵便切手類両方にかかる位置に押印します。 

 
    【記念押印】        【引受押印】 
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